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 ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
の
中
で
、
一
般
消
費
者
を
対
象
と
し
た
宅
配
便
等
の
消
費
者
物
流
に
お
い
て
は
、

多
様
化
、
高
度
化
す
る
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
る
た
め
、
付
加
価
値
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
こ

れ
ま
で
提
供
し
て
き
た
。 

今
日
、
特
に
、
産
地
直
送
を
は
じ
め
と
す
る
カ
タ
ロ
グ
販
売
や
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
一
九
九
〇

年
代
か
ら
始
ま
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
高
齢
者
シ
ル
バ
ー
世
代
の
増
加
に
伴
い
、
消
費
者
の

利
便
性
を
追
求
し
た
結
果
、
「
代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
業
務
」
（
以
下
、
「
代
引
業
務
」
と
い
う
。
）
は
、
生

産
者
・
販
売
者
と
一
般
消
費
者
の
輸
送
の
仲
立
ち
と
し
て
、
国
民
生
活
と
産
業
活
動
を
支
え
る
公
共
物

流
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
、
重
要
な
使
命
を
果
た
し
て
お
り
、
社
団
法
人 

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協

会
で
は
、
標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
に
基
づ
き
、
運
送
行
為
に
付
随
し
た
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
代
引
業

務
（
品
代
金
の
取
立
て
）
に
お
け
る
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
ぎ
、
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の

と
お
り
統
一
し
た
取
扱
基
準
を
定
め
る
。 

  
 



一
．
代
引
業
務
契
約 

 
 

代
引
業
務
は
商
品
等
の
販
売
を
行
う
事
業
者
と
の
契
約
や
申
込
に
よ
り
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

※ 

「
事
業
者
」
と
は
消
費
者
契
約
法
第
２
条
第
２
項
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約

の
当
事
者
と
な
る
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
い
ま
す
。 

 
 

 

 二
．
代
理
受
領
の
明
確
化 

 
 

現
行
の
運
送
契
約
書
、
代
引
業
務
に
関
す
る
契
約
書
、
規
約
等
を
確
認
し
、「
代
理
受
領
」
の
明
記
を
欠
く
場
合
は
、
そ
の
条
項
を
追
加
ま 

た
は
覚
書
を
取
り
交
わ
す
こ
と
に
よ
り
、
二
重
請
求
が
生
じ
な
い
よ
う
契
約
書
も
し
く
は
規
約
等
を
修
正
し
ま
す
。 

 
 

 

記
載
例
） 

甲
（
販
売
者
）
は
乙
（
運
送
事
業
者
）
に
対
し
、
商
品
の
運
送
と
そ
の
商
品
代
金
の
集
金
及
び
代
理
受
領
業
務
を
委
託
し
、

荷
受
人
が
甲
に
支
払
う
べ
き
商
品
代
金
を
甲
に
代
わ
っ
て
荷
受
人
か
ら
受
領
す
る
権
限
を
授
与
す
る
も
の
と
し
ま
す
。 

 三
．
領
収
書
交
付
の
徹
底 

 
 

商
品
代
金
の
代
理
受
領
の
際
に
、
自
社
使
用
の
領
収
書
を
必
ず
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
販
売
者
の
領
収
書
を
交
付
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  
 

※ 

配
達
担
当
者
が
記
名
ま
た
は
押
印
し
た
領
収
書
を
交
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

※ 

領
収
書
に
は
お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
問
い
合
わ
せ
窓
口
を
表
示
し
ま
す
。 

 四
．
取
扱
商
品
等
の
確
認 

 
 

代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
取
扱
商
品
の
適
性
及
び
事
業
所
所
在
地
並
び
に
集
貨
場
所
を
確
認
し
、
返
品
ま
た
は
苦

情
等
に
適
切
に
対
応
で
き
る
取
引
環
境
を
整
え
ま
す
。 

  
 

※ 

貨
物
の
種
類
及
び
性
質
の
確
認
し
ま
す
。 

 
 

※ 

法
令
ま
た
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
商
品
の
引
受
に
つ
い
て
は
拒
絶
し
ま
す
。 

 
 

※ 

そ
の
他 

受
取
拒
否
ま
た
は
返
品
等
に
つ
い
て
も
適
切
に
対
応
で
き
る
取
引
環
境
を
整
え
ま
す
。 


